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《開催予定日》 

6月  7日（水） 

6月 14日（水） 

6月 21日（水） 

6月 28日(水) 

◈［三箇自治会館］ 

  午前１０時～１１時（マット不要） 

◈［三箇二丁目公民館］ 

  午前１０時～正午 

◈［新和町自治会館］ 

  午後１時～２時３０分 

（※ 都合で中止になる場合があります。） 

 

福 祉
しあわせ

広 げ て 

共に学び共に生きる 三箇校区福祉委員会 No.98 

令和５年度の三箇校区福祉委員会活動について 

 日頃より当委員会にご支援ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 さて、令和２年３月から新型コロナウイルス感染症の発生により、「元気でまっせ体操」を除く

校区福祉委員会活動が休止して３年余りが経ちました。先月８日からは、感染症法上の分類が「２

類相当」から、季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行され、マスクの着用につきまして

も個人の判断に委ねられることとなりました。 

 当委員会では、新型コロナウイルス感染症自体は、消滅した訳ではありませんが、収束に向かっ

ていると判断し、校区福祉委員活動を「ふれあいサロン」から再開することといたしました。具体

的には７月から再開できるように準備を進めています。「大正琴」の調、「フリージアコーラス・レ

スポア」の歌声が戻ってきますので、今からお楽しみにしてください。後日「ふれあいサロン」の

ご案内をいたしますので、対象者の皆様はご参加ください。 

 また、修学前の子どもさんを対象とした「子育てサロン」につきましては諸般の事情により、年

度末の開催を予定していますので、ご承知おきください。 

 新型コロナウイルス感染症の影響でこの３年余りで生活様式が大きく様変わりしました。これま

での考え方や仕組みを見直すきっかけとなりました。今後も時代の変化を見極めながら、三箇校区

の更なる福祉の向上に努めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

            三箇校区福祉委員会 委員長 岡﨑信久 
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電話：０７２－８００－５３７４ FAX：０７２－８００－５３７５  

 

はじめまして！大東市社会福祉協議会の堀越です。 

令和５年４月から三箇校区福祉委員会の担当をさせていただくことになりました。これからどうぞよろしくお願いします。 

 早速ですが、大東市社協はボランティアセンター事業や小地域ネットワーク活動事業を中心に、民生委員児童委員協議会・

赤い羽根で知られている共同募金などの事務局を担っています。（校区福祉委員会も、小地域ネットワーク活動の一環です！） 

また、令和 4 年度からは『空き屋活用事業～RiBBON（リボン）～』がスタートしました。大阪産業大学の学生さんと、

末広町にある文化住宅の一室と庭を地域の拠点として活用できるようにデザインし、公募したDIYメンバーとウッドデッキ

を作成しました。実際に４月からオープンしております♪主に毎週火曜日と木曜日の14時～16時、大人から子どもまで自

由に出入りができて、芝生でも過ごすことができる居場所です。買い物の休憩がてらに、ぜひくつろぎに来て下さい。公式

Instagramにスケジュールも載っています。 
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「高齢者虐待を防ぐ」 ～つながり、ひろがる、気づきあう～ 

 高齢者虐待とは、高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の人権の侵害や尊厳を奪う行為のことをいいます。虐待の多くは

突然起こるわけではありません。虐待につながる前の困りごとの時点で早期に発見し、必要な支援を提供することが大切で

す。私たちの身近なところにも支援を必要としていながら、自ら声を上げることができないでいる高齢者がいるかもしれません。

私たち一人ひとりの小さな「気づき」が、高齢者の人権や健康を守る大きな力となります。 

ご相談は匿名でも結構です。以下のような点に気づいたら、地域包括支援センターへご相談ください。 

【気づきのチェックポイント】                  

高齢者 ご家族など 

□身体に傷やあざが頻繁にみられる 

□おびえたり、恐ろしがる 

□収入があるのは明白だが、お金がないと訴える 

□衣服が汚れていることが多い 

□身体から悪臭がするようになってきている 

□体重の不自然な減少がみられる 

□病気の症状があるにもかかわらず、病院に行っていない                            

など 

□高齢者の世話をしている人が介護に疲れている 

□介護について相談する人がいない 

□介護の愚痴をこぼすことが多い 

□お金に困っている 

□必要なサービスの利用を制限する 

□高齢者に威圧的な態度をとる 

□高齢者のことを他人事のように話す、極度の無関心 

□訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる 

                      など 

 （高齢者のための暮らしの情報誌 より） 

(寄稿 大東市地域包括支援センター 社会福祉士 西尾 祐佳 )  

大東市社会福祉協議会 堀越 星香 

☎０７２－８７４－１０８２ 

 

高齢者の何でも相談 

地域包括支援センター 


